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愛知県、1級 2級の精神科医療費を無料化 

～10月 17日朝日新聞朝刊記事要旨～ 

愛知県は来年度より精神科診療を無料にする方針を固めた。現行の自己負担は通院が原

則 1 割、入院が 3 割で、いずれも一定の要件を満たす身体障害者と知的障害者は自己負担

分を市町村と県が負担する補助制度を実施してきた。この対象に新たに精神障害者を加え

る。精神保健福祉手帳交付は 1 級～3 級まで約 2 万 5 千人。このうち約 3/4 にあたる 1 級

と 2 級の計約 1 万 9 千人を対象とする予定。通院・入院した場合の自己負担分を市町村と

県が半分ずつ負担する。県負担分は 15億円。 

～緊急連絡です!!～ 
精神保健福祉手帳 2級所持者の医療費助成（全科無料）の拡充を求める請願 

１１月１日の財政福祉委員会で審議! 

 

議会事務局からの連絡で９月議会へ提出した請願は１１月１日（木）の財政福祉委員会

で午前１０時～審議されることになりました。１０月２９日・３０日・３１日の３日間し

かありませんが、役員で手分けして委員１３名全員に電話または直接お会いして請願採択

のお願いを致します。 
 

委員会傍聴を呼びかけます 

 

１１月１日の委員会傍聴の受付は午前９時～市会事務局議事課で受け付けます。緊急で

はありますが皆さんのご参加をお願いします。委員会の傍聴は７名ですが、参加者全員で

委員会室通路に並び議場入りする議員さんに「宜しく」と声をかけ、私たちの想いを伝え

ましょう。 
 

集合場所は市役所東庁舎ロビー 
※地下鉄名城線「市役所」で下車、市役所正面入り口を真っ直ぐに進みエレベーターを通

り過ぎると左側にロビーがあります。 

集合時間は午前９時です 




